
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県では、労働問題に精通したプロの相談員が各種労働相談に 
お応えする労働ほっとラインを開設しました。 

 
 開設場所 労働政策課労働情報相談センター内（県庁 8 階） 
 電話番号 ０８３－９３３－３２３２ 
 相談員 社会保険労務士 
 相談料 無 料 
 相談日 月曜日～金曜日、８：３０～１７：１５ 

        （ただし、祝日・年末年始を除く） 
 
 
 

 
 
 
 

労働問題でお困りの方はありません

か？賃金、昇任、休暇、残業、解雇

など、各種相談を承ります！ 

労働ほっとラインを開設！ 

どんなちいさな問題でも 
気軽に相談してください！ 
相談料は無料で～す。 
事業主や従業員の方、お電

話お待ちしています！ 




